
「簡単に稼げる」「気軽に始められる」などと強調するインターネット広告やＳＮＳの情報を

安易に信じないようにしましょう。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」など

として、登録料やサイト利用料など、様々な名目でお金を支払わされるという特徴があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者との契約トラブル、借金などのご相談に、法律専門家の立場から弁護士が無料でアドバイス

します。事前予約制となっていますので、下記までお問い合わせください。 

会場 開設日 時間 お問い合わせ先 

県消費生活センター 

（山形県庁２階） 

 ３月 ８日（水） 

  ４月１２日（水） 
１４:３０～１６:３０ ０２３-６２４-０９９９ 

ケロちゃん通信 
～山形県消費生活センターニュース～ 2 02 3 年３月号 

３月の消費生活法律相談日 

簡単に稼げて高収入？  
怪しい副業やアルバイトに関するトラブルについて、10～20歳代の若者から、全国の

消費生活センター等に相談が寄せられています。 

副 業 アルバイト 

相談事例 

①「チャットで相談に乗るだけ」の副業を見つけて登録し、保険証と学生証の写真を送った。

相談の報酬の他、20万円を贈ると言われ、手数料を副業サイトに支払ったが、手続きがで

きず、さらに支払いを迫られた。 

②「荷物の受け取り代行」のアルバイトに申し込むため、住民票と電気料金の領収書の写真を

送ったら、後日、携帯電話会社から自分宛てにスマートフォン６台の請求書が届いた。 

副業・アルバイトで、「手数料」「登録料」を請求されたら要注意！ 

「荷受代行」・「荷物転送」は絶対にしないでください！ 

「荷受代行」「荷物転送」の裏の目的は、消費者名義で不正に携帯電話等を購入することで、

その携帯電話が犯罪に使用される恐れもあります。身分証明書・銀行口座等の個人情報を安易

に伝えないようにしましょう。 

副業・アルバイトは、始める前にまわりの人に相談！ 

困った時は消費者ホットライン「１８８」に相談を！ 

消費者教育推進大使 県消費生活センターキャラクター “ケロちゃん” 



直訳すると「公平・公正な貿易」という意味

で、生産者と購入者の間で商品が適正な価格で

売買されることです。 

途上国で生産された日用品や食料品が驚く

ほど安い価格で販売されていることがありま

す。一方で、生産者に正当な対価が支払われず、

貧困に陥ってしまう問題があります。 

開発途上国の原料や製品を

適正な価格で継続的に購入

することで、生産者や労働

者の生活改善と自立につな

がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒990-8570 山形市松波２-8-1（山形県庁２階） 

《相談受付》 月曜～金曜 午前 9時～午後５時 

《電話番号》 023-624-0999 

ホームページは 山形県消費生活センターで 

 消費者ホットライン〈１８８
い や や

番〉もご利用ください。 

 

【フェアトレード】とは？ 

中古車は新車と違ってトラブルが生じること

があります。購入するときは注意が必要です。 

◆広告やプライスボードの表示内容（価格・

保証・点検整備の実施・走行距離・修復歴

など）と実際の車に相違がないか。 

◆傷やへこみ、車の状態、装備品の内容や状

態はどうか。 

◆契約前にエンジンをかけ、可能であれば試

乗してみる。 

◆複数の店舗から見積書を取り、価格だけで

なく保証・整備費用等も比較してみる。 

◆契約するときは、必ずキャンセル料につい

て確認し注文書の控えを受け取る。 

 

その商品はどんな環境で作ら

れたのか考えてみるケロ！ 

賢く始める！新成人 クレジットカードの使い方を考えよう！ 

18歳になるとクレジットカードを作ることができます。現金がなくても買い物が 

できるクレジットカードはとても便利ですが、「借金」をしていることと同じです。 

また、カード情報が盗まれ不正利用される被害が多発しています。 

事例１ 

限度額いっぱいまで買い物をして、支払いができ

なくなった。その後、督促状が届き、その返済の

ため、更に借金をし返済不能になってしまった。 

 

事例２ 

パソコンを購入する際に、支払方法「リボ払い」

を選択し利用明細の確認を怠っていたら、1年後、

支払残高が３０万円もあることに気づいた。 

●期限までに支払いができなくなると、延滞となり、個人信用情報機関に登録されます。

利用の際は、使いすぎに注意しましょう。 

●手数料が発生する「分割払い」「リボ払い」に注意しましょう。 

●暗証番号は他人に推測されない番号に設定し、カードの裏面には署名をしま 

しょう。また、利用明細は必ず確認し、身に覚えのない請求があった場合は、 

すぐにカードの発行会社に連絡しましょう。 

～注意するポイント～ 

エシカルに関する用語

を解説するケロ！ 

消費者庁イラスト集より 

消費者庁イラスト集より 


